
所掌事項 

(１) 道路運送法（昭和26年法律第183号。以下「法」という。）の規定に基づく、

西東京市の実情に応じた適切な旅客運送の態様及び運賃、料金等に関すること。 

(２) 西東京市交通計画に掲げられた施策の推進に関すること。 

(３) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号）第５条

第１項に規定する地域公共交通計画の作成又は変更及び実施に関すること。 

(４) その他交通会議が必要と認めること。 

 

道路運送法第９条第４項に規定する協議会について 

 

 

１ 道路運送法の改正について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 西東京市における地域公共交通会議と協議会について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【構成員】 

  西東京市長又は西東京市長が指名する者 

  当該一般乗合旅客自動車運送事業者 

  関東運輸局長又は関東運輸局長が指名する者 

  一般公募による市民 

 

地域公共交通会議 

運賃協議分科会 

運賃、料金等について協議し、協議がととのった場合に証明書を作成 

資 料 ３ 


